
ＷＴＯ交渉について

平成２０年２月平成２０年２月

外務省、財務省、農林水産省、経済産業省



ＷＴＯ（世界貿易機関）の意義
１

○ 最恵国待遇： すべての加盟国に同等の貿易条件を与えること。
○ 内国民待遇： 輸入品を国産品と同様に扱うこと。

２大原則

「ラウンド」と呼ばれるすべての加盟国が

世界経済の発展

ＷＴＯは、モノの関税率から
サービス 知的所有権などの

「法の支配」の確立

参加する貿易交渉を通じて、
貿易自由化をはかることで、

世界の経済発展・拡大を進める。

サ ビス、知的所有権などの
分野にルールを拡大。

紛争処理システムにより、
各国の一方的措置を防止。

農業

貿易円滑化
環境

農業
サービス
知的所有権
紛争解決処理

鉱工業品

補助金
アンチ・ダンピング

１９７３～１９７９
東京ラウンド

１９８６～１９９４
ウルグアイ・ラウンド

２００１～
ドーハ・ラウンド

74か国 82か国 93か国 151か国

１９６４～１９６７
ケネディ・ラウンド

１９４７
ＧＡＴＴ設立

23か国



ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉の流れ（１）
（2001年１１月～2006年７月）

２

モダリティ（関税削減等
に関する方式）期限

香港
閣僚会議

05年12月 06年4月まで 06年7月

交渉中断
ドーハ

閣僚会議
カンクン
閣僚会議

７月
枠組合意

01年11月 03年9月 04年7月

閣僚会議

①2006年中の交渉

妥結 再確認 交渉

Ｇ６（日、米、ＥＵ、伯、印、
豪）非公式閣僚会合を開

閣僚会議 閣僚会議 枠組合意

合意なく終了 農業やNAMAを中

心として各国の収
妥結の再確認、交渉
日程に合意。

②農業、非農産品の
モダリティを4月末ま

でに合意、サービス

豪）非公式閣僚会合を開
催したものの、「三角形」
（農業市場アクセス、農
業補助金、NAMA）の膠

着状態を打開することが
できず、交渉は中断。

①ドーハ開発ア
ジェンダ交渉（ドー
ハ・ラウンド）の立

①中間合意

②農業とNAMA交渉におけ

るモダリティ（関税削減等に

心として各国の収
斂見られず。

でに合意、サ
の交渉目標や方法
に合意。

③無税無枠（後発開
発途上国へ輸入量
の上限を定めず 関

ち上げ

②農業、非農産品
市場アクセス
（NAMA）、サービ

スなどの交渉事項

る ダリティ（関税削減等
関する方式）の骨格に合意。
また、貿易円滑化交渉（新
分野）の立ち上げ

③途上国配慮に多く言及

の上限を定めず、関
税撤廃）、綿花等の
開発問題に一定の
配慮を示し、先進国
と途上国の対立を抑
制。

スなどの交渉事項
を決定

③貿易を通じた途
上国の開発が最
重要課題



ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉の流れ（２）
（最近の動き）

３

（最近の動き）

０７年１月

渉 ダ 意

０７年７月・１１月

渉議

０７年６月
累次、Ｇ４・Ｇ６（注）

閣僚会合開催 議

０８年２月

最終合意
交渉の

本格的再開
モダリティ合意
（閣僚会合？）

交渉議長
テキスト発出

Ｇ４非公式
閣僚会合決裂

閣僚会合開催 改訂議長
テキスト等発出

譲許表等
作成に向けた
最終交渉

批准・
国内法整備に

向けた
各国準備等

農業・ＮＡＭＡのモ
ダリティ（関税削
減率等に関する
方式）等につき合

農業・ＮＡＭＡ
（非農産品市
場アクセス）交
渉議長テキス
ト発出
（７月１７日）

ブラジル・インドが鉱工業品の大幅
関税削減に消極的等の理由で決裂。
ジュネーブでの議論へ。

農業・ＮＡＭＡ
（非農産品市
場アクセス）
改訂交渉議
長テキスト発

方式）等につき合
意。

（７月１７日）

ルール議長テ
キスト発出
（11月30日）

出
（２月８日）

サービス議長
報告書発出
（２月１２日）

（注）
Ｇ６：日、米、ＥＵ、伯、印、豪

（２月１２日）

Ｇ４：米、ＥＵ、伯、印



主な交渉分野

４

関税・国内補助金の削減、輸出補助金の撤廃等に関する交渉農業 関税 国内補助金の削減、輸出補助金の撤廃等に関する交渉

ＮＡＭＡ
（非農産品市場アクセス）

農業

鉱工業品及び林水産品の関税・非関税障壁の削減等に関する交渉
（非農産品市場アクセス）

サービス サービスの市場アクセス、国内規制、サービス分野におけるルールに関する交渉

ルール

貿易円滑化

ダンピング防止及び補助金（漁業補助金を含む）分野でのルールに関する交渉

貿易手続の透明性・予見可能性・公平性の向上、簡素化・迅速化の促進を目的とする交渉

開発 途上国に対する「特別かつ異なる待遇」（S&D）の検討、
途上国に対する「貿易のための援助」の促進

※なお、上記に加え知的財産権（地理的表示(GI)）や貿易と環境についても交渉が行われている。



ジ ネ ブでの動き 関連する国際会議等

主なＷＴＯ関連日程 ５

ジュネーブでの動き 関連する国際会議等
１月初～ 農業・ＮＡＭＡ等の交渉分野別諸会合

２月８日 農業・ＮＡＭＡ改訂議長テキスト発出

１月 ｽﾛﾍﾞﾆｱEU議長国開始

１月２６日 スイス主催ＷＴＯ非公式閣僚会合

（ダボス）

１２ 日 サービス議長報告書発出
２月２７日 ＷＴＯ・ＬＤＣ閣僚会合（レソト）

～２９日

３月、４月？農業・ＮＡＭＡモダリティ等につき合意

（閣僚会合）

５月２８日 ＴＩＣＡＤ Ⅳ （横浜）
～３０日

６月 ＡＰＥＣ貿易大臣会合（ペルー）
ＯＥＣＤ閣僚理事会（パリ）

議 開始

08
年

（譲許表交渉等）

７月 フランスEU議長国開始
７日～９日 Ｇ８北海道洞爺湖サミット

１１月？ ＡＰＥＣ閣僚・首脳会議（ペルー）

年末？ 交渉妥結？

１月 チェコEU議長国開始

0909
年



主要論点に関する主要国・グループの立場
６

ＥＵ、日本、印
→現実的な削減、

十分な「柔軟性」を

農業
市場アクセス

守り
十分な「柔軟性」を。

輸出国側（米、伯、豪）
→高い野心、

少ない「柔軟性」のみ

市場アクセス
（関税削減等）

攻め

少ない「柔軟性」のみ。

３つの論点での
膠着状態を打開できず、

０６年７月に交渉は一旦中断０６年７月に交渉は一旦中断。
再開後もこれらの論点を
中心に交渉が展開。

農業
国内支持 非農産品市場国内支持

（農業補助金削減）

非農産品市場
アクセス

（鉱工業品等関税削減）

米国
→高いレベルの削減には市場
アクセスでの成果が必要。

途上国（特に伯、印）
→十分な「柔軟性」を守り守り

米国以外
→米国に更なる削減を要求。

先進国
→高いレベルの削減

攻め 攻め


